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原発問題によせて―――計算合理性と人格適合性 
二宮公太郎*1，関大輔*2 

 

On the Problem of Nuclear Power Generation 
――― Calculation Rationality and Personality Suitability 

Kohtaroh NINOMIYA*1, Daisuke SEKI*2 

 

（原稿受付日 平成 26 年 6 月 27 日 論文受理日 平成 27 年 1 月 22 日） 

 

Abstract 
If developed nations, under the condition that the “nuclear military technology” exists, act in “global 
economy” according to “calculation rationality” as the behavioral principle, then the nuclear power 
generation appears necessarily.  However, it is possible for us to force “calculation rationality” to 
bear some “personality suitability” ――― to abandon nuclear power generation ――― from the 
standpoint of “rationality based on personal values”. 
 
Keywords : nuclear power generation, nuclear military technology, global economy, calculation 
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１ 問題 
 
１.１ 基本的関心―――先の論文との繋がり 
本『紀要』６２号に登載された先の研究ノート「近

代理性の内部矛盾と合理性の危機」は、近代以降の生

産活動が市場経済において「計算合理性」に従って動

いてきたこと、それが「生活世界」の破壊を必然的に

惹き起こしてきたこと、を主張した。 その際に同研究

ノートは、この計算合理性に対置して、新たな合理性

の秩序として「人格合理性」とでも呼ばれるべきもの

を示唆した。 
人間の生命・身体・心の平穏といった人格的価値を

互いに尊重し合おうとする態度は、歴史を貫いて、人

間が素朴に日常の生活を送る世界の内に、確実に活き

て働いている。 そしてそれらの人格的価値は、相互に

関係し合いながら一つの合理的な体系を成しているは

ずである。「倫理」が生まれてくるのもここからであ

る。 いま、この人格的価値の体系を形成する原理的な

合理性のことを、我々は「人格合理性」と呼ぶことに

しよう。 
計算合理性は、あまりに強く現代の理性を支配して

おり、あまりに広く現代の世界を覆い、あまりに深く

現代の世界に浸透しているので、これの内へと「人格

合理性」が入り込むこと―――経済に倫理を！―――

は、極めて難しい。 先の研究ノートでも、このことに

関しては全く何の展望も有ち得なかった。 
原子力発電は、核の軍事利用技術が存在するという

条件のもとで、経済を支配する「計算合理性」が「グロ

ーバル経済」という国際的枠組みの内で機能すれば、

必然的に現われてくる現象である。 
これに対して、ドイツで起こったことは、｢人格合理

性」が計算合理性の内へと入り込む、典型的な一つの

｢型」を示している。「反原発」の市民運動は、放射線

の危険から生命・健康を守ること、放射能に怯える生

活から心の平穏を取り戻すこと、といった素朴な欲求

に発している。 それは実は、人格的価値の尊重という

思想に裏打ちされており、その根拠をまさに「人格合

理性」の内に有している。 この「反原発」の思想が政

権の思想へと高まったとき、｢脱原発」が実現した。 
しかし計算合理性は「打倒」されたのではない。 将

来における原子力発電の全廃を前提した上で、再生可

――――――――――――――――――――――――――――― 
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能エネルギーの分野へのシフトを含む、新しい「計算

合理性」へ移行することになるのである。 それは、原

子力発電の存在に関する限りで「人格合理性」を一部

取り込んだ、新しい計算合理性である。「人格合理性」

は、その限りで計算合理性へ入り込む。 このことを計

算合理性のほうから見れば、その限りで計算合理性は、

｢人格適合性」を具有することになるのである。 この

ように、一定の範囲で「人格合理性」に合致するよう

になった計算合理性の性格を、我々は「人格適合性」

と呼ぶことにしよう。 
１.２ 現象学から―――科学応用の疎外 
科学は、｢生活世界」―――我々が普通に生活してい

る日常の世界―――から生まれる（図１参照①）注１ 。 
しかし科学は、数学の適用による形成ということに自

分を一面化し、その結果、本来の生まれ故郷である「生

活世界」との繋がりを忘れてしまう。 科学のハイマー

ト喪失、これが、フッサールの指摘する科学の「危機」

である。 
しかし、これは生活世界に対する科学の観念的な関

係である（図１②）。 フッサールは、生活世界に対す

る科学の実質的な関係における「危機」にまでは、論

を進めなかった。 
実質的な関係とは――― 
科学は、｢応用」されることを通して生産活動によっ

て現実化される（図１③）。 生活世界に対する科学の実

質的な関係は、基本的にはこうして成立する（図１④）。 
現代において生活世界には、計算合理性が実際には

かなり深く浸透している。しかし、人格的価値を無条

件で尊重する思想は、現代にあっても、生活世界の内

で確実に活きて働いている。 あらゆる時代を貫いて、

この生活世界の内にこそ、人格的価値の合理的な体系

―――人格合理性の体系―――は、その底に厳然と流

れているものなのである。

この人格合理性からすれば、人間の生産活動は、本

来、自分と他者を含む社会全体のため―――現代のよ

うに世界中が交流するような状況では、人類のためと

言ってもよい。―――に為されるはずのものである。

しかし、生産活動は、近世以降、市場経済という形

態において遂行され、ここでは計算合理性が支配する

図１⑤ 。市場経済は、計算合理性を行動原理として、

自己のために利益を挙げることを基本的な関心として

形成される形態である。この形態のもとでは、或る人

間の経済活動が他の人間の人格的価値を尊重して為さ

れるか否かは、偶然的なものとなる。だから、例えば、

或る人間たちによる穀物の証券取引が、他の国の他人

たちを餓死に追いやったりすることも起こる。このよ

うに、実質的に人格的価値を害するような行為も、計

算合理性だけから見れば、正当な経済行動として罷り

通るということになる。その限りで、計

算合理性を行動原理とする市場経済は、

本来あるべき生産活動から見れば、一つ

の「疎外された」形態であると言える（図

１⑥）。

他方、科学は、本来、人類の幸福に資

するべきものである。しかし、疎外され

た生産活動の内では、科学は、｢疎外され

た」応用形態を取ることにならざるを得

ない（図１⑥）。 その際には、応用され

た科学が生活世界へ利益を及ぼすか害を

及ぼすかは、偶然的なものとなる。

原子力発電は、まさにこれである。

１.３ 四つの観点

本研究ノートでは、まず、核の軍事技

術が存在するという条件下で、先進諸国

が計算合理性を行動原理としてグローバ

ル経済に臨めば、原子力発電は必然的に

現われる、という見通しのもと、三つの

観点に従って、歴史を追いながら原子力

発電の問題を考えて行く。 しかし次に、

先述のとおり、人格的価値に基づいた合

② 一面化 ハイマート喪失 
観念的な関係 

科学 

応用 

数学 

産業 

生活世界 

市場経済 
⑤ 計算合理性 

生産活動 

① 生まれる 

③ 応用 

④ 実質的関係 ⑥ 疎外された生産活動 
疎外された応用形態 

図１： 科学と生活世界
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理性の立場から、計算合理性の内に、一部ではあるが

人格適合性を有たせることができるということを、四

つめの観点から指摘する。

第一の観点：軍事的本質

原子力発電をテーマに考える場合、特に軍事的な観

点は外すことができない。ごく初期、イギリスやフラ

ンスが黒鉛炉を導入した際、核兵器製造との間で原子

力発電は互いに転化され得るものであり、実際に転化

された。 アメリカが  “ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” を提唱し

たことの裏にも、軽水炉の由来や隠された意図の内に、

原子力の軍事利用や核軍拡との関係が潜んでいる。

第二の観点：計算合理性

｢計算合理性」は、先の研究ノートから引き続く問題

関心であるが、これについて本研究ノートでは、特に

原子力発電に即して把握する必要がある。二つの段階

がある。一つには、自国産業へ安価な電力を提供する

ということが、基本的な契機である。建設・運営の低

コストさが盛んに主張されたが、このことには欺瞞が

潜む。他方、黒鉛炉から軽水炉への導入の流れは、実

際に経済的効率の違いに由来している。 もう一つは、

他国へ技術ないしプラントを輸出して外貨を稼ぐこと

である。このことは、発注ブームが去ったあとのアメ

リカや、現在のフランスや日本で、原子力産業が動機

としたことであり、或いは動機としていることである。

第三の観点：グローバル経済

この計算合理性は、第二次世界大戦後は「グローバ

ル経済」という国際的枠組みの内で機能する。グロー

バル経済は、｢ブロック経済」が第二次世界大戦を誘発

したことへの「反省」から生まれた国際経済の理念だ

が、先進諸国が競争しつつ世界を支配するという本質

は変わらない。ブロックからモザイクへ形態が変化し

たに過ぎない。従って、同様の二面性が在る。｢先進

国どうしの競争」という側面を原子力発電に引き付け

て言えば、アメリカの核技術独占に対するイギリスの

反発や、国の存立を賭けたフランスの原子力政策に、

それは現われる。 原子力技術競争とは別の意味でも、

すなわちドイツでは脱原発後の再生可能エネルギー政

策として現われもする。「先進諸国による世界支配」と

いう側面は、先進諸国だけが原子力技術を有するとい

うことを基に、特にＯＰＥＣ諸国に対する牽制や途上

国への技術･プラントの輸出として現われる。

第四の観点：人格合理性

｢人格合理性」は、計算合理性一般に対する一般的な

意味では、戦争から免れて平和の内に生きることや、

自ら生み出した価値の正当な還流を受けること等を要

素として含むが、特に原子力発電との関係では、放射

線により生命や健康を侵されないことや、放射能に怯

えず安心して生きられること等.が、要素として重要で

ある。

２ 黒鉛炉の導入

２.１ イギリス―――核兵器から原子力発電へ

原子力発電は、導入の経緯を見れば、その軍事的本

質がよく分かる。 イギリスがその典型である。

アメリカの核独占によってウラン濃縮技術を遮断さ

れたイギリスが採用したのは、黒鉛炉を用いて核兵器

向けプルトニウムを生成することであった。黒鉛炉は、

中性子を減速 注２ するために黒鉛を用いるもので、

核分裂性のウラン２３５を濃縮せず、非分裂性のウラ

ン２３８を大部分含んだ天然ウランを、そのまま反応

させることができる。

核分裂を起こしたウラン２３５は、高速中性子を発

し、非分裂性のウラン２３８がこれの照射を受けると

ウラン２３９（元素番号９２）になる。 これは、β崩

壊して元素番号９３・ネプトゥニウム２３９ 注３ に

変わり、さらにもう一度β崩壊すると、核分裂性の元

素番号９４・プルトニウム２３９に変化する（次ペー

ジ図２参照･過程Ｂ）。 黒鉛炉は、このプルトニウム２

３９を高純度で―――共に生成されるプルトニウム

２４０を余り多く含まない状態で―――生成するこ

とができ、これが原子爆弾（プルトニウム爆弾）の原

料となる。 このように黒鉛炉は、まさに核兵器を製造

するために各国で開発されたもので、現在でも軍事用

原子炉は、この黒鉛炉が主流である。 
イギリスは、１９５２年に核実験を成功させる。 
ウラン２３５を核分裂させる際の制御技術は、戦争

中にウラン爆弾を開発する過程で得られたものである。 
他方、核分裂で発生する熱に対して炉内を冷却する必

要があるが、その際に吸収された熱をただ発散させて

しまえば、単に兵器用プルトニウムが作られるだけで

ある。 しかし、その熱で蒸気を発生させてタービンを

回せば、電気を起こすことができる（図２･過程Ａ）。 
こうしてイギリスは、既に有っていた軍事用プルト

ニウム生成炉に発電システムを取り付けるだけで、１

９５６年、世界初となる商業用の原子力発電所を完成

させた。 黒鉛炉においては、核兵器と原子力発電とは、

まさに直結しているのである。 
２.２ フランス―――原子力発電から核兵器へ

フランスにおける開発は、イギリスにおけるのと同

様に原子力発電の軍事的本質を示すものであるが、た

だ、イギリスとは逆の経過を辿る。まず原子力発電が
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能エネルギーの分野へのシフトを含む、新しい「計算

合理性」へ移行することになるのである。 それは、原

子力発電の存在に関する限りで「人格合理性」を一部

取り込んだ、新しい計算合理性である。「人格合理性」

は、その限りで計算合理性へ入り込む。 このことを計

算合理性のほうから見れば、その限りで計算合理性は、

｢人格適合性」を具有することになるのである。 この

ように、一定の範囲で「人格合理性」に合致するよう

になった計算合理性の性格を、我々は「人格適合性」

と呼ぶことにしよう。 
１.２ 現象学から―――科学応用の疎外 
科学は、｢生活世界」―――我々が普通に生活してい

る日常の世界―――から生まれる（図１参照①）注１ 。 
しかし科学は、数学の適用による形成ということに自

分を一面化し、その結果、本来の生まれ故郷である「生

活世界」との繋がりを忘れてしまう。 科学のハイマー

ト喪失、これが、フッサールの指摘する科学の「危機」

である。 
しかし、これは生活世界に対する科学の観念的な関

係である（図１②）。 フッサールは、生活世界に対す

る科学の実質的な関係における「危機」にまでは、論

を進めなかった。 
実質的な関係とは――― 
科学は、｢応用」されることを通して生産活動によっ

て現実化される（図１③）。 生活世界に対する科学の実

質的な関係は、基本的にはこうして成立する（図１④）。 
現代において生活世界には、計算合理性が実際には

かなり深く浸透している。しかし、人格的価値を無条

件で尊重する思想は、現代にあっても、生活世界の内

で確実に活きて働いている。 あらゆる時代を貫いて、

この生活世界の内にこそ、人格的価値の合理的な体系

―――人格合理性の体系―――は、その底に厳然と流

れているものなのである。

この人格合理性からすれば、人間の生産活動は、本

来、自分と他者を含む社会全体のため―――現代のよ

うに世界中が交流するような状況では、人類のためと

言ってもよい。―――に為されるはずのものである。

しかし、生産活動は、近世以降、市場経済という形

態において遂行され、ここでは計算合理性が支配する

図１⑤ 。市場経済は、計算合理性を行動原理として、

自己のために利益を挙げることを基本的な関心として

形成される形態である。この形態のもとでは、或る人

間の経済活動が他の人間の人格的価値を尊重して為さ

れるか否かは、偶然的なものとなる。だから、例えば、

或る人間たちによる穀物の証券取引が、他の国の他人

たちを餓死に追いやったりすることも起こる。このよ

うに、実質的に人格的価値を害するような行為も、計

算合理性だけから見れば、正当な経済行動として罷り

通るということになる。その限りで、計

算合理性を行動原理とする市場経済は、

本来あるべき生産活動から見れば、一つ

の「疎外された」形態であると言える（図

１⑥）。

他方、科学は、本来、人類の幸福に資

するべきものである。しかし、疎外され

た生産活動の内では、科学は、｢疎外され

た」応用形態を取ることにならざるを得

ない（図１⑥）。 その際には、応用され

た科学が生活世界へ利益を及ぼすか害を

及ぼすかは、偶然的なものとなる。

原子力発電は、まさにこれである。

１.３ 四つの観点

本研究ノートでは、まず、核の軍事技

術が存在するという条件下で、先進諸国

が計算合理性を行動原理としてグローバ

ル経済に臨めば、原子力発電は必然的に

現われる、という見通しのもと、三つの

観点に従って、歴史を追いながら原子力

発電の問題を考えて行く。 しかし次に、

先述のとおり、人格的価値に基づいた合
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能エネルギーの分野へのシフトを含む、新しい「計算

合理性」へ移行することになるのである。 それは、原

子力発電の存在に関する限りで「人格合理性」を一部

取り込んだ、新しい計算合理性である。「人格合理性」

は、その限りで計算合理性へ入り込む。 このことを計

算合理性のほうから見れば、その限りで計算合理性は、

｢人格適合性」を具有することになるのである。 この

ように、一定の範囲で「人格合理性」に合致するよう

になった計算合理性の性格を、我々は「人格適合性」

と呼ぶことにしよう。 
１.２ 現象学から―――科学応用の疎外 
科学は、｢生活世界」―――我々が普通に生活してい

る日常の世界―――から生まれる（図１参照①）注１ 。 
しかし科学は、数学の適用による形成ということに自

分を一面化し、その結果、本来の生まれ故郷である「生

活世界」との繋がりを忘れてしまう。 科学のハイマー

ト喪失、これが、フッサールの指摘する科学の「危機」

である。 
しかし、これは生活世界に対する科学の観念的な関

係である（図１②）。 フッサールは、生活世界に対す

る科学の実質的な関係における「危機」にまでは、論

を進めなかった。 
実質的な関係とは――― 
科学は、｢応用」されることを通して生産活動によっ

て現実化される（図１③）。 生活世界に対する科学の実

質的な関係は、基本的にはこうして成立する（図１④）。 
現代において生活世界には、計算合理性が実際には

かなり深く浸透している。しかし、人格的価値を無条

件で尊重する思想は、現代にあっても、生活世界の内

で確実に活きて働いている。 あらゆる時代を貫いて、

この生活世界の内にこそ、人格的価値の合理的な体系

―――人格合理性の体系―――は、その底に厳然と流

れているものなのである。

この人格合理性からすれば、人間の生産活動は、本

来、自分と他者を含む社会全体のため―――現代のよ

うに世界中が交流するような状況では、人類のためと

言ってもよい。―――に為されるはずのものである。

しかし、生産活動は、近世以降、市場経済という形

態において遂行され、ここでは計算合理性が支配する

図１⑤ 。市場経済は、計算合理性を行動原理として、

自己のために利益を挙げることを基本的な関心として

形成される形態である。この形態のもとでは、或る人

間の経済活動が他の人間の人格的価値を尊重して為さ

れるか否かは、偶然的なものとなる。だから、例えば、

或る人間たちによる穀物の証券取引が、他の国の他人

たちを餓死に追いやったりすることも起こる。このよ

うに、実質的に人格的価値を害するような行為も、計

算合理性だけから見れば、正当な経済行動として罷り

通るということになる。その限りで、計

算合理性を行動原理とする市場経済は、

本来あるべき生産活動から見れば、一つ

の「疎外された」形態であると言える（図

１⑥）。

他方、科学は、本来、人類の幸福に資

するべきものである。しかし、疎外され

た生産活動の内では、科学は、｢疎外され

た」応用形態を取ることにならざるを得

ない（図１⑥）。 その際には、応用され

た科学が生活世界へ利益を及ぼすか害を

及ぼすかは、偶然的なものとなる。

原子力発電は、まさにこれである。

１.３ 四つの観点

本研究ノートでは、まず、核の軍事技

術が存在するという条件下で、先進諸国

が計算合理性を行動原理としてグローバ

ル経済に臨めば、原子力発電は必然的に

現われる、という見通しのもと、三つの

観点に従って、歴史を追いながら原子力

発電の問題を考えて行く。 しかし次に、

先述のとおり、人格的価値に基づいた合

② 一面化 ハイマート喪失 
観念的な関係 

科学 

応用 

数学 

産業 

生活世界 

市場経済 
⑤ 計算合理性 

生産活動 

① 生まれる 

③ 応用 

④ 実質的関係 ⑥ 疎外された生産活動 
疎外された応用形態 

図１： 科学と生活世界
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導入され、これが更に軍事用プルトニウムの生成へ転

用される。

国土をドイツに蹂躙され、第二次世界大戦で戦場と

なったフランスにとって、この荒廃から立ち直り、経

済を復興することが、第一の課題であった。ドイツに

は、豊富な石炭が有った。イギリスでは、やがて北海

油田が発見されて利権を得るが、その前でも石炭はあ

った。 フランスには、その石炭すら無かった。 自前

のエネルギーは何も無かったのである。グローバル経

済を生き抜くためにフランスが取ったエネルギー政策

が、必然的に原子力発電であった。

開発に当たって、アメリカのウラン技術独占から、

フランスでも、ウラン濃縮を要しない黒鉛炉を採用す

るしかなかった。４８年に早くも臨界を達成したのち

図２･過程Ａ 、さらに開発を続け、５６年に最初の実

用炉で運転を開始した。

他方でフランスは、５４年ディエンビエンフーでの

軍事的敗北、５６年スエズ動乱での外交的敗北等から、

核兵器を有つことの必要性を痛感するようになる。

発電用黒鉛炉から核兵器用のプルトニウムを得るた

めには、幾つかの手順や技術が必要である。発電用に

ウランが核分裂させられたのちには、プルトニウムの

ほか、未反応のウランや多様な核分裂生成物が｢燃料

棒｣ 注４ の中に残される。これらのうちからプルト

ニウムのみを取り出す再処理の過程、従ってその技術

が、まず必要である。また、核兵器の原料となるのは

プルトニウム２３９だが、反応が進み過ぎるとプルト

ニウム２４０も生成され（図２･過程Ｄ）、これは核爆発

を阻害する。再処理により分離できるのは、あくまで

もプルトニウム２３９とプルトニウム２４０の混合物

であり、これらからプルトニウム２３９だけを「濃縮」

するということは、殆ど不可能である。従って、プル

トニウム２３９の純度が高い段階で「燃料棒」を取り出

さなければならないが、軽水炉とは違って黒鉛炉では

構造上これが可能となっている。 発電効率を少し犠牲

にするだけで、黒鉛炉からは、高純度の兵器級プルト

ニウム２３９が得られるのである（図２･過程Ｂ）。 
このようにして、発電用黒鉛炉は、核兵器用プルト

ニウムの生成に転用される。 イギリスでは黒鉛炉の軍

事用から産業用への転換が為されたが、フランスでは

黒鉛炉の産業用から軍事用への転換が為されたのであ

る。 
フランスでは既に５６年から再処理工場が稼働して

おり、５９年に兵器級プルトニウムを取り出すことに

成功、更に６０年に核爆発実験に成功した。

３ 軽水炉の普及

３.１ “ Ａｔｏｍｓ  ｆｏｒ  Ｐｅａｃｅ” 
５３年１２月アイゼンハワーの国連演説は、基本的

には軍事核の国際管理を提唱するもので、｢国連のもと

に国際原子力機関（ＩＡＥＡ）を設置する。各国は、こ

の国際原子力機関にウランや核分裂物質を供出する。 
この国際原子力機関は、供出された物質の保管・貯蔵・

防護を行なう。」という提案であったが、これの内に、

｢アメリカは、核分裂物質が平和目的に利用されること

を促進する（平和利用のために核分裂物質を提供する）。」

という趣旨のメッセージが含まれていた。 
ＩＡＥＡのほうは、１９５７年創設時には、核物質

や原子炉は当事国間で直接に移転され、同機関は軍事

転用防止のみを行なう、ということになったが、最後

の「平和目的」の部分が大きな意味を帯び、この政策

が “ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” と呼ばれることとなった。

3.1.1 経済的利益

“ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” は、まさにアメリカの経済的

利益にとって必要であった。

アメリカの核兵器政策は、ウラニウム爆弾からプル

トニウム爆弾へと、大きく方針が転換されていた 注

５ 。 ウラン２３５は自然界に極めて稀少であるのに

対して、プルトニウム２３９は、非分裂性のウラン２

３８から幾らでも人工的に生成することができる。原

理的に言わばウランの埋蔵量と同じくらい手に入れる

ことができるのである。しかも、時は既に水爆開発の

時代である。ウランは、核兵器の材料としては、既に

完全に時代遅れになっていたのである。

アメリカは余剰の濃縮ウランを大量に抱えていた。

しかも、アメリカはウラン濃縮技術を独占している。

この独占は、しばらくは続くだろう。 それに加えて、

濃縮したウランでなければ機能せず、しかも経済効率

の極めて高い軽水炉を、ちょうど開発したところであ

る。 アメリカには、軍産共同体と国の利益のために、

余剰の濃縮ウランを旨く―――損をしないように、む

しろ儲かるように―――処理し、同時にウラン濃縮の

技術と、濃縮ウランを｢燃やす｣ 注４ 軽水炉の技術を、

アメリカが世界をリードする形で活用する必要があっ

た。 そうすれば一石二鳥にも三鳥にもなる。 こうし

てアメリカは、ウラン濃縮技術を独占しつつ、濃縮ウ

ランと軽水炉技術を世界へ売り込む、という政策に打

って出るのである。

3.1.2 由来の軍事性

軽水炉は、もともと、原子力潜水艦の動力炉として、

アメリカによって開発されたものである。
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能エネルギーの分野へのシフトを含む、新しい「計算

合理性」へ移行することになるのである。 それは、原

子力発電の存在に関する限りで「人格合理性」を一部

取り込んだ、新しい計算合理性である。「人格合理性」

は、その限りで計算合理性へ入り込む。 このことを計

算合理性のほうから見れば、その限りで計算合理性は、

｢人格適合性」を具有することになるのである。 この

ように、一定の範囲で「人格合理性」に合致するよう

になった計算合理性の性格を、我々は「人格適合性」

と呼ぶことにしよう。 
１.２ 現象学から―――科学応用の疎外 
科学は、｢生活世界」―――我々が普通に生活してい

る日常の世界―――から生まれる（図１参照①）注１ 。 
しかし科学は、数学の適用による形成ということに自

分を一面化し、その結果、本来の生まれ故郷である「生

活世界」との繋がりを忘れてしまう。 科学のハイマー

ト喪失、これが、フッサールの指摘する科学の「危機」

である。 
しかし、これは生活世界に対する科学の観念的な関

係である（図１②）。 フッサールは、生活世界に対す

る科学の実質的な関係における「危機」にまでは、論

を進めなかった。 
実質的な関係とは――― 
科学は、｢応用」されることを通して生産活動によっ

て現実化される（図１③）。 生活世界に対する科学の実

質的な関係は、基本的にはこうして成立する（図１④）。 
現代において生活世界には、計算合理性が実際には

かなり深く浸透している。しかし、人格的価値を無条

件で尊重する思想は、現代にあっても、生活世界の内

で確実に活きて働いている。 あらゆる時代を貫いて、

この生活世界の内にこそ、人格的価値の合理的な体系

―――人格合理性の体系―――は、その底に厳然と流

れているものなのである。

この人格合理性からすれば、人間の生産活動は、本

来、自分と他者を含む社会全体のため―――現代のよ

うに世界中が交流するような状況では、人類のためと

言ってもよい。―――に為されるはずのものである。

しかし、生産活動は、近世以降、市場経済という形

態において遂行され、ここでは計算合理性が支配する

図１⑤ 。市場経済は、計算合理性を行動原理として、

自己のために利益を挙げることを基本的な関心として

形成される形態である。この形態のもとでは、或る人

間の経済活動が他の人間の人格的価値を尊重して為さ

れるか否かは、偶然的なものとなる。だから、例えば、

或る人間たちによる穀物の証券取引が、他の国の他人

たちを餓死に追いやったりすることも起こる。このよ

うに、実質的に人格的価値を害するような行為も、計

算合理性だけから見れば、正当な経済行動として罷り

通るということになる。その限りで、計

算合理性を行動原理とする市場経済は、

本来あるべき生産活動から見れば、一つ

の「疎外された」形態であると言える（図

１⑥）。

他方、科学は、本来、人類の幸福に資

するべきものである。しかし、疎外され

た生産活動の内では、科学は、｢疎外され

た」応用形態を取ることにならざるを得

ない（図１⑥）。 その際には、応用され

た科学が生活世界へ利益を及ぼすか害を

及ぼすかは、偶然的なものとなる。

原子力発電は、まさにこれである。

１.３ 四つの観点

本研究ノートでは、まず、核の軍事技

術が存在するという条件下で、先進諸国

が計算合理性を行動原理としてグローバ

ル経済に臨めば、原子力発電は必然的に

現われる、という見通しのもと、三つの

観点に従って、歴史を追いながら原子力

発電の問題を考えて行く。 しかし次に、

先述のとおり、人格的価値に基づいた合

② 一面化 ハイマート喪失 
観念的な関係 

科学 

応用 

数学 

産業 

生活世界 

市場経済 
⑤ 計算合理性 

生産活動 

① 生まれる 

③ 応用 

④ 実質的関係 ⑥ 疎外された生産活動 
疎外された応用形態 

図１： 科学と生活世界
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黒鉛炉は大きすぎ重すぎて潜水艦の動力炉には為し

得ない。軽水（普通の水）を中性子減速に使うことに

よって全体を小型軽量化し、艦船の揺れに影響されな

い加圧水ループをいったん原子炉に通して熱を取り出

すのが、ウエスティングハウス Westinghouse 社が開

発した加圧水型軽水炉である。

５０年、アメリカは潜水艦用動力炉の開発計画をス

タートさせ、ウエスティングハウスに開発を担当させ

ていた。この技術は演説時には既に完成しており、ア

メリカはこれを陸上の発電炉へ転用すればよいだけで

あった。「平和のための」原子力技術として推奨された

軽水炉も、もとは軍事技術だったのである。

しかも軽水炉は、天然ウランでは働かず、核分裂性

のウラン２３５の濃度を高めたものでなければ稼動で

きない（図２･過程Ａ）。 このための濃縮技術は、ウラ

ン爆弾を作る過程に使われるものである。 軽水炉は、

その「燃料」もまた、軍事由来のものなのである。

反核意識の稀釈

このように、軽水炉原発は「燃料」も技術も軍事由

来のものであったが、“ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” は、その

隠された意図においても、或る軍事的な意味を有って

いた。核兵器に対する世界中の忌避意識を稀釈するこ

と、これが “ Ａｔｏｍｓ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” の大きな狙いでも

あった。

時は「東西」が厳しく対立する時代、４年前に中国

で革命、さらに朝鮮でようやく休戦に漕ぎ着けた直後

である。「階級闘争」が、まさに国際政治の舞台へと次

元を高めていた時代だったのである。核軍拡競争を仕

掛けることによって、ソ連を経済的に破綻させようと

する思惑もあったであろう。自ら核軍拡を進めるため

には、世界中に広がっている核兵器に対する嫌悪・反

感を稀釈する 薄める こと―――「核は、決して恐ろ

しいものではありませんよ！」と、世界中に思わせる

こと―――が、必要だったのである。

｢核兵器はプルトニウムで、ウランは発電へ」という

使い分けの方針が、アメリカでは出来上がっていた。

一方でウランを使って平和の使者のように振る舞いな

がら、他方でプルトニウム（や重水素）を使って堅固

に武装する、これがアメリカの戦略であった。

3.1.4 対ソ連包囲

そしてもう一つ、“ Ａｔｏｍｓ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” の軍事的

本質は、さらに鋭い政治的な効果を伴っている。

東西冷戦は、或る力学的な効果を先進資本主義諸国

に強いる。各国は互いに覇を競いながらも、社会主義

国の力を削ぐためには「団結」しなければならない。ソ

連は、同じ年８月に水爆実験を成功させていた。 その

ような時代、“ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” のもう一つ大きな

狙いは、敗戦国ドイツや日本に原子力技術の開発を「解

禁」し、こうして先進資本主義諸国による対ソ連包囲

を完成させることである。

軽水炉は確かに、黒鉛炉ほど直接には核兵器との関

連を有さない。軽水炉でもプルトニウム２３９――核

分裂性――は生成されるが（図２･過程Ｂ）、同時にプ

ルトニウム２４０――不規則に自発分裂を起こし本格

的な核爆発を阻害する―――も多く生成される（図

２･過程Ｄ）。このような低純度のプルトニウムは、核

兵器には適さない。 実際、軽水炉のこの面が、｢平和

のため」として大いに宣伝されたのである 注６ 。

しかし、ウラン濃縮技術は、いつまでもアメリカが

独占し得るものではない。軽水炉の普及は、ウラン濃

縮技術の開発を動機付ける。そして、発電向けの低濃

縮から核兵器向けの高濃縮までは、程度の差しかない。

敗戦国もまた、ウラン爆弾を作ることが「できる」能

力を有するようになる。

それだけではない。 ドイツや（特に）日本も、｢燃料

リサイクル｣を口実に高速増殖炉を目指すところまで、

何時かは技術を進めるだろう。高速増殖炉は、軽水炉

で生成される僅かなプルトニウム２３９を天然ウラン

と一緒に「燃やす」ことにより 注７ 、それよりも多

くのプルトニウム２３９を、しかも高純度で、生成す

ることができる（図２･過程Ｃ･過程Ｂ）。 兵器級プル

トニウムを最も効率よく生成することが「できる」の

である。

この、核兵器を作ることが「できる」ということが、

ソ連にとって大きな政治的脅威となる。“ Ａｔｏｍｓｆｏｒ 
Ｐｅａｃｅ” 政策は、冷戦時におけるアメリカの国際的軍

事戦略の重要な一環でもあったのである。 
３.２ “ Ａｔｏｍｓ  ｆｏｒ  Ｐｅａｃｅ” に対する各国の動向

3.2.1 アメリカ―――発注ブームへ

 “ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” の提唱国として、アメリカは

産業用原子炉の建設を急ぐ。演説直後の５４年１月に

原潜のほうはノーチラスが完成。しかし産業炉ではイ

ギリスに遅れること１年、５７年１２月に加圧水型軽

水炉を完成･稼働させる。 
他方、遅れを取ったジェネラルエレクトリック

(General Electric)社は、軽水炉を地上専用に簡便化し、

原子炉を満たした減速材としての水に、同時に冷却材

としての役割りをも兼ねさせ、直接これを沸騰させる

という、沸騰水型軽水炉を開発した。 ６０年６月に沸

騰水型の原型炉を完成させる。

以後アメリカでは原発の発注ブームが起こり、これ

はオイルショックのころまで続く。
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3.2.2 フランス―――いち早く導入

   “ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” を受けて、フランスは、いち

早く軽水炉を導入した。アメリカは濃縮ウランと軽水

炉技術を輸出するという、大国だけが取り得る経済戦

略を立てたのに対して、フランスでは、もっと基本的

な別の意味での計算合理性が働いた。黒鉛炉に比して

軽水炉は極めて経済効率が高い。これに着目するのは、

計算合理性が最もストレートに機能した結果である。

この決断が、後にフランスが原子力大国へと成長する

要因の一つとなる。同じ戦勝国でも、後述するイギリ

スとは大きく異なる点である。

６０年、軽水炉（加圧水型）を計画、アメリカから

濃縮ウランと技術を受け入れることとする。アメリカ

が描いた  “ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” の筋書きに、まさに

絵に描いたような仕方で従う姿勢であった。 ６２年に

建設開始、６４年に臨界を達成したのに続き、６７年

に最初の軽水炉（加圧水型）が運転を開始する。 黒鉛

炉は７１年に運転を開始した炉を最後に完全に絶え、

以後に計画された商業炉は、すべて加圧水型軽水炉で

ある。

フランスが軽水炉を導入したのには、実はもう一つ

理由があった。フランスは、原子力で動く軍事艦船を

計画していたのである。動力炉としては軽水炉以外に

はあり得ない。しかも、フランスが導入した技術は加

圧水型のみであり、建設した発電所も、艦船に搭載し

た場合に揺れに耐えうる加圧水型のみである。ドイツ

が加圧水型・沸騰水型いずれをも開発したのと、対照

的である。フランスの原子力発電技術は、常にその軍

事利用を睨んでいたと言える。軽水炉でさえ、その軍

事的本質は消えることが無いのである。

3.2.3 イギリス―――アメリカに対抗

グローバル経済は、先進国間の競争という側面を有

っている。原子力発電の分野では、イギリスの行動に、

その典型が見られる。

イギリスは、“ Ａｔｏｍｓ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” の誘いを拒絶し

た。 底にあるのは、マンハッタン計画に協力したにも

拘わらず、核技術を独占したアメリカに対する不信感

である。 これに対抗して、イギリスは、独自に開発し

たプルトニウム爆弾の実験を前年に成功させていたし、

“ Ａｔｏｍｓ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” 演説の時点で、黒鉛炉の開発を

通して、原子力発電の技術においてアメリカを既に凌

駕していた。 アメリカに自国の原子力政策を牛耳られ

ることを嫌い、自ら開発した黒鉛炉を以って、グロー

バル経済において勝負することに出たのである。 
イギリスは、自国の原子力技術を輸出産業に育てる

ことを目指す。 初期の黒鉛炉 マグノックス炉 が経済

効率の点で劣っていたのを補うため、改良型黒鉛減速

炭酸ガス冷却炉を開発し、６４年の新規計画では、こ

れを次世代の原子炉として推進することを決める。

しかし、黒鉛炉の効率の悪さは如何ともし難く、軽水

炉との競争に敗れる。

3.2.4 ドイツ―――持ち前の技術力

“ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” はドイツにとって、敗戦国と

して禁じられていた原子力技術がようやく解禁された

ことを意味する。 いよいよ戦勝国に伍して、技術先進

国としてのステータスを獲得しつつ、グローバル経済

に主体として登場することができる。 それは、まさに

国の名誉・威信に関わる問題でもあった。 ドイツがこ

れを歓迎しない訳は無い。

ドイツにおける原子力発電開発の特徴は、敗戦国と

して、核兵器との関連が完全に断たれていた、という

ことである。このことは、ドイツにとって二つの意味

で幸運なことであった。ほかの一つは後述するとして、

一つは、イギリス・フランスが核兵器のために黒鉛炉

を捨て切れなかったのに比して、ドイツは初めから軽

水炉に集中、軽水炉一筋に、沸騰水型、加圧水型、何

れをも精力的に試し得た、ということである。

戦勝国に遅れて出発し、黒鉛炉に関してはイギリ

ス・フランスに先んじられたとは言え、軽水炉に関し

ては横一線であった。 ドイツは、持ち前の技術力で、

急速に開発を進める。 ６２年に実験炉で発電に成功、

６７年に初の商業原子炉が運転を開始する。当初はア

メリカ企業からのライセンス契約に頼ったとは言え、

国産化もドイツは早かった。 ジーメンス (Siemens)社
はウエスティングハウスから、アルゲマイネＥＧ

(Allgemeine Elektricitäts-Gesellshaft)社はジェネラルエ

レクトリックから、それぞれ軽水炉技術を導入してい

たが、６９年には、アメリカ企業に対抗して、二社共

同でクラフトヴェルク･ウニオン (Kraftwerk Union)社
を設立、以後、原子炉建設を完全に国産化した。 
3.2.5 日本――― 一大キャンペーン

アメリカにとって、原爆の被害国である日本に原子

力発電を導入させることは、世界中の反核兵器意識を

稀釈するうえで、特別の意味があった。 全国を渡り歩

く原子力博覧会など、一大キャンペーンが展開された。 
日本では実業家・正力松太郎や政治家・中曽根康弘が

呼応した。 
他方で、卑劣な欺瞞も伴った。 広島や長崎の残留放

射能については、ひた隠しにされたままであった。 “Ａ 
ｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃ 演説の翌年に起きた第五福竜丸の

水爆実験被曝についても、アメリカは同じ態度を採っ

た。 この一大キャンペーンに、反対運動の声はかき消

- 
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黒鉛炉は大きすぎ重すぎて潜水艦の動力炉には為し

得ない。軽水（普通の水）を中性子減速に使うことに

よって全体を小型軽量化し、艦船の揺れに影響されな

い加圧水ループをいったん原子炉に通して熱を取り出

すのが、ウエスティングハウス Westinghouse 社が開

発した加圧水型軽水炉である。

５０年、アメリカは潜水艦用動力炉の開発計画をス

タートさせ、ウエスティングハウスに開発を担当させ

ていた。この技術は演説時には既に完成しており、ア

メリカはこれを陸上の発電炉へ転用すればよいだけで

あった。「平和のための」原子力技術として推奨された

軽水炉も、もとは軍事技術だったのである。

しかも軽水炉は、天然ウランでは働かず、核分裂性

のウラン２３５の濃度を高めたものでなければ稼動で

きない（図２･過程Ａ）。 このための濃縮技術は、ウラ

ン爆弾を作る過程に使われるものである。 軽水炉は、

その「燃料」もまた、軍事由来のものなのである。

反核意識の稀釈

このように、軽水炉原発は「燃料」も技術も軍事由

来のものであったが、“ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” は、その

隠された意図においても、或る軍事的な意味を有って

いた。核兵器に対する世界中の忌避意識を稀釈するこ

と、これが “ Ａｔｏｍｓ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” の大きな狙いでも

あった。

時は「東西」が厳しく対立する時代、４年前に中国

で革命、さらに朝鮮でようやく休戦に漕ぎ着けた直後

である。「階級闘争」が、まさに国際政治の舞台へと次

元を高めていた時代だったのである。核軍拡競争を仕

掛けることによって、ソ連を経済的に破綻させようと

する思惑もあったであろう。自ら核軍拡を進めるため

には、世界中に広がっている核兵器に対する嫌悪・反

感を稀釈する 薄める こと―――「核は、決して恐ろ

しいものではありませんよ！」と、世界中に思わせる

こと―――が、必要だったのである。

｢核兵器はプルトニウムで、ウランは発電へ」という

使い分けの方針が、アメリカでは出来上がっていた。

一方でウランを使って平和の使者のように振る舞いな

がら、他方でプルトニウム（や重水素）を使って堅固

に武装する、これがアメリカの戦略であった。

3.1.4 対ソ連包囲

そしてもう一つ、“ Ａｔｏｍｓ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” の軍事的

本質は、さらに鋭い政治的な効果を伴っている。

東西冷戦は、或る力学的な効果を先進資本主義諸国

に強いる。各国は互いに覇を競いながらも、社会主義

国の力を削ぐためには「団結」しなければならない。ソ

連は、同じ年８月に水爆実験を成功させていた。 その

ような時代、“ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” のもう一つ大きな

狙いは、敗戦国ドイツや日本に原子力技術の開発を「解

禁」し、こうして先進資本主義諸国による対ソ連包囲

を完成させることである。

軽水炉は確かに、黒鉛炉ほど直接には核兵器との関

連を有さない。軽水炉でもプルトニウム２３９――核

分裂性――は生成されるが（図２･過程Ｂ）、同時にプ

ルトニウム２４０――不規則に自発分裂を起こし本格

的な核爆発を阻害する―――も多く生成される（図

２･過程Ｄ）。このような低純度のプルトニウムは、核

兵器には適さない。 実際、軽水炉のこの面が、｢平和

のため」として大いに宣伝されたのである 注６ 。

しかし、ウラン濃縮技術は、いつまでもアメリカが

独占し得るものではない。軽水炉の普及は、ウラン濃

縮技術の開発を動機付ける。そして、発電向けの低濃

縮から核兵器向けの高濃縮までは、程度の差しかない。

敗戦国もまた、ウラン爆弾を作ることが「できる」能

力を有するようになる。

それだけではない。 ドイツや（特に）日本も、｢燃料

リサイクル｣を口実に高速増殖炉を目指すところまで、

何時かは技術を進めるだろう。高速増殖炉は、軽水炉

で生成される僅かなプルトニウム２３９を天然ウラン

と一緒に「燃やす」ことにより 注７ 、それよりも多

くのプルトニウム２３９を、しかも高純度で、生成す

ることができる（図２･過程Ｃ･過程Ｂ）。 兵器級プル

トニウムを最も効率よく生成することが「できる」の

である。

この、核兵器を作ることが「できる」ということが、

ソ連にとって大きな政治的脅威となる。“ Ａｔｏｍｓｆｏｒ 
Ｐｅａｃｅ” 政策は、冷戦時におけるアメリカの国際的軍

事戦略の重要な一環でもあったのである。 
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3.2.1 アメリカ―――発注ブームへ

 “ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” の提唱国として、アメリカは

産業用原子炉の建設を急ぐ。演説直後の５４年１月に

原潜のほうはノーチラスが完成。しかし産業炉ではイ

ギリスに遅れること１年、５７年１２月に加圧水型軽

水炉を完成･稼働させる。 
他方、遅れを取ったジェネラルエレクトリック

(General Electric)社は、軽水炉を地上専用に簡便化し、

原子炉を満たした減速材としての水に、同時に冷却材

としての役割りをも兼ねさせ、直接これを沸騰させる

という、沸騰水型軽水炉を開発した。 ６０年６月に沸

騰水型の原型炉を完成させる。

以後アメリカでは原発の発注ブームが起こり、これ

はオイルショックのころまで続く。
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され、世論は誘導され、すっかり丸め込まれた。その

効果たるや、原水協でさえ「原子力は平和のためにこ

そ………」を方針に取り入れるほどであった。 
日本は、“ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” を受け容れた後も、

｢国産」と言えるほどの原子力発電技術を開発しなかっ

た。 設計技術は基本的に外国企業に依存しており、こ

れは、ドイツと大きく異なる点である。 
最初に導入したのはイギリスの黒鉛炉（６６年運転

開始）、次はアメリカ・ジェネラルエレクトリックの軽

水炉（７０年運転開始）である。 以後は、ウエスティ

ングハウス設計の加圧水型、ジェネラルエレクトリッ

ク設計の沸騰水型が続く。

導入初期には、ジェネラルエレクトリックが発案し

た「ターンキー契約」――― 一定の価格で建設・臨界

までを製造企業が請け負い、発電事業者はマニュアル

運用する―――が重宝がられた。 その後に定着した

のが「ノックダウン方式」―――アメリカ企業が設計

し製作した部品を日本メーカーが組み立てる―――

であった。

４ オイルショックへの対処

４.１ ＯＰＥＣと先進諸国

4.1.1 ＯＰＥＣの逆襲

６０年のＯＰＥＣ設立は、先進諸国メジャーの利権

に大きな打撃を与えた。 メジャーに安く買い叩かれて

いた石油を自分たちへ取り戻そうとする資源ナショナ

リズムの始まりである。 第４次中東戦争は、直前の数

年間に中東の産油国が相ついで石油資源を国有化して

いるところに起こった。 資源ナショナリズムが高まっ

ているときだったのである。 ７３年１０月、ＯＰＥＣ

は、イスラエル支援国に対する石油禁輸とアラブ非友

好国に対する段階的石油供給削減を決定するとともに、

メジャーとの交渉を打ち切り、原油公示価格の大幅引

き上げを一方的に決定した。 それはまさに、先進諸国

による世界支配に対する中東産油国からの反撃であっ

た。 その後、ＯＰＥＣは加盟国の原油価格を総会で決

定することになる。 先進諸国による世界支配は、ここ

に大きく揺らぐことになるのである。 
4.1.2 原子力発電による先進諸国の世界支配

オイルショックにより、どの国もスタグフレーショ

ンが深刻化し、実際には電力需要が減少した。 原子力

発電の推進・強化が、直ちに産業に役立つ訳ではない。 
原子力発電の推進・強化は、長期的に先を見越した政

策に他ならない。 
ＯＰＥＣが決めた高値の石油のせいで自国の産業が

落ち込むのを目の辺りにした先進諸国は、自国の産業

が如何に中東の産油国に依存しているかを痛感したこ

とだろう。そして、このようにして中東の産油国に自

国の経済が牛耳られることを、苦々しく思ったに違い

ない。

原子力発電の推進・強化は、本質的には、これに対

抗するための政策、先進諸国がその世界支配を保つた

めの政策に他ならない。世界の生産力は、途上国の成

長を含めて、将来的に高まる一方である。エネルギー

は、長期的に見て稀少化する。だから、｢先進国には

先進国に相応しいエネルギーを」ということなのだろ

う。 原子力発電は、先進諸国にしかない技術である。

これによれば、その限りで自前のエネルギーを確保す

ることができ、更には石油の価格を牽制することさえ

可能である。 独占するこの技術の推進・強化こそが、

先進諸国による世界支配にとって必要だったのである。

４.２ オイルショック後の各国の動向

4.2.1 ドイツ―――推進と反原発

（1）国による推進

オイルショックに対してドイツが取った措置は、一

つには石炭産業を見直し、これを保護することである。

グローバル経済における競争は、まずはエネルギーの

自給率を維持することを強いるのである。

もう一つが、当然ながら、原子力発電の開発を加速

することである。 ７３年には、オイルショック（１０

月）の前に既に３基が発注されていたが、直後は、７

４年に２基、７５年には４基と、矢継ぎ早に発注が為

された。 
技術的にも、ドイツは極めて高度のところまで進ん

でいる。プルサーマル（図２･過程Ｄ）注８ が実用と

して広く普及。「ＭＯＸ燃料｣ 注９ が、既にオイルシ

ョック前から３基に装荷、オイルショック後に１２基

に装荷された。高速増殖炉も、７９年に実験炉の運転

を開始し、８５年には原型炉がほぼ完成された（稼動

は州政府が認可せず）。

（2）市民による反原発運動

その一方で、８６年のチェルノブイリ事故以後、特

にドイツに顕著に、原発の歴史に新たな要素が現われ

る。 反原発の市民運動である。

ドイツは、地理的特性としてソ連とフランスの間に

存在し、市民たちは、万が一生じる核戦争への恐怖を

格別に強く感じてきたので、反核意識を強く有ちやす

いという傾向が、背景にあった。そんなところへ、現

実にチェルノブイリ事故が発生した際に、スエーデン

を廻って自国に放射性物質が降ってくる、という体験

をする。
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ここに必然的に高まってくる反原発思想は、経済的

な計算合理性とは違うところに根拠を有っている。科

学技術による「便利な生活」の恩恵ということとも別

の次元から、この思想は起こってくる。実際に生命や

健康に対する危険を惹き起こした放射能を忌避するこ

と、それに怯えず安心して生活したいという欲求、か

らである。生命・健康・安心、これらの人格的価値は、

まさに日常の生活世界の内に活きて働いている人格合

理性の重要な要素であり、反原発運動は、この源泉か

らその思想を汲んでいるのである。この人格的な合理

性こそが、計算合理性を行動原理とする経済活動に対

して倫理性を注入することできる、唯一つの要素であ

る。

4.2.2 フランス―――急速な推進

オイルショックは、フランスが採ってきた原子力重

視政策の正しさを確信させるものとなった。フランス

には、ドイツのような石炭も、イギリスのような石油

利権も無い。 特に誇るべき工業分野も無い。原子力

産業の育成は、まさにグローバル経済を生き抜くため

の国家戦略となって行く。

７４年、フランス政府は、原子力発電利用拡大を基

本方針として決定する。これに基づき、新たに３９基

が着工され、これらの炉は７７年から８８年にかけて

運転を開始することになる。 フランスは、全発電量の

うち原子力発電によるものが占める割合を、オイルシ

ョック時には８％だったものから、８０年に２４％、

９０年に７５％へと、急速に高めて行く。 
この間、８１年には、ウエスティングハウスがフラ

マトム (Framatome)社から資本を引き揚げるという事

態が生じたが、むしろこれを機会に、フランスは加圧

水型炉の国産化へと向かう。さらに８６年には、高速

増殖炉スーパーフェニックスを稼働させるに至る（も

っとも、事故続出により９８年に閉鎖）。 
このようにして、フランスの原子力発電は、それ自

体で産業として育ってきた。

4.2.3 イギリス――グローバル経済での「敗北」

１９６４年に北海油田が発見されていた。これへの

開発投資を促進することで、イギリスはオイルショッ

クに対処した。どの国もエネルギーの自給率を高める

ことがグローバル経済に臨む基本姿勢である。イギリ

スはむしろ、石油の輸出国になって行く。

原子力発電のほうでは、ようやく７８年になって、

軽水炉導入を決定する。しかし、イギリスの元々の最

終目標は、ウランではなくプルトニウムを｢燃料｣とす

る高速増殖炉であった。軽水炉は、再処理によりプル

トニウムを取り出す手段に過ぎない。同時に再処理は、

ウランの枯渇を見越して、成長産業になるという目論

見もあった。

こうしてイギリスは、一方で原子力発電から再処理

産業の育成へとシフトし、他方で高速増殖炉の開発に

賭ける。しかし、ウラン新鉱の発見により再処理産業

は伸びず、高速増殖炉は事故の発生から開発を断念す

る。

黒鉛炉についても、再処理についても、高速増殖炉

についても、イギリスでは、合理的であるはずの計算

が常に裏目に出ていた。 原子力産業の分野において、

グローバル経済での「敗北」の一つの姿を、ここに見

ることができる。

4.2.4 アメリカ―――発注ブームの終焉

アメリカでは、オイルショックの次の年に発注が在

ったのを最後に、発注ブームは終焉した。ドイツやフ

ランスとは対照的である。

重要な原因の一つとして、市民による反原発運動に

対して、政府が安全基準を高度化したことが在る。こ

れにより建設費が高騰し、競争力を失ったのである。

建設費用の増加分を電気料金へ転嫁してはならないと

いうアメリカの制度も関係した。廃炉・事故処理等の

費用を隠す欺瞞を犯してまで建設コストの低さを売り

物にしてきた原子力発電が、当の「虎の子」の建設コ

ストで、計算合理性を貫くことができなくなったので

ある。 実はここに、原発終焉の一つの型がある。 こ

れについては後述する。

4.2.5 日本―――アメリカの受け皿

日本では、オイルショック以前に着工されていた原

子力発電所が次々と完成、発電を開始する。これに加

えて政府も推進方針を取り、７４年には、発電事業者

に課税して受け入れ自治体への交付金に廻すこと等を

内容とする「電源三法」を成立させる。７５年には、

アメリカ・イギリスに次ぐ発電量に達する。

アメリカでは、発注ブームは去り、既に着工された

ものの建設は続くにしても、アメリカのメーカーは、

国内では原子力産業に対して将来への展望が抱けない、

という状況であった。そんなとき、日本では、国産と

いっても「ノックダウン方式」が続いていた。ジェネ

ラルエレクトリックやウエスティングハウスからすれ

ば、アメリカにおいて原子力産業の成長が不調に陥っ

ていたときに、原子力発電推進を決めた日本は、まさ

にその良い受け皿になっていた訳である。

軽水炉に関して自前の技術開発をするようになった

のは、７５年から進められた三次にわたる「改良標準

化」計画においてであった。ジェネラルエレクトリッ

ク設計炉の改良や、沸騰水型・加圧水型それぞれの改
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され、世論は誘導され、すっかり丸め込まれた。その

効果たるや、原水協でさえ「原子力は平和のためにこ

そ………」を方針に取り入れるほどであった。 
日本は、“ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” を受け容れた後も、

｢国産」と言えるほどの原子力発電技術を開発しなかっ

た。 設計技術は基本的に外国企業に依存しており、こ

れは、ドイツと大きく異なる点である。 
最初に導入したのはイギリスの黒鉛炉（６６年運転

開始）、次はアメリカ・ジェネラルエレクトリックの軽

水炉（７０年運転開始）である。 以後は、ウエスティ

ングハウス設計の加圧水型、ジェネラルエレクトリッ

ク設計の沸騰水型が続く。

導入初期には、ジェネラルエレクトリックが発案し

た「ターンキー契約」――― 一定の価格で建設・臨界

までを製造企業が請け負い、発電事業者はマニュアル

運用する―――が重宝がられた。 その後に定着した

のが「ノックダウン方式」―――アメリカ企業が設計

し製作した部品を日本メーカーが組み立てる―――

であった。

４ オイルショックへの対処

４.１ ＯＰＥＣと先進諸国

4.1.1 ＯＰＥＣの逆襲

６０年のＯＰＥＣ設立は、先進諸国メジャーの利権

に大きな打撃を与えた。 メジャーに安く買い叩かれて

いた石油を自分たちへ取り戻そうとする資源ナショナ

リズムの始まりである。 第４次中東戦争は、直前の数

年間に中東の産油国が相ついで石油資源を国有化して

いるところに起こった。 資源ナショナリズムが高まっ

ているときだったのである。 ７３年１０月、ＯＰＥＣ

は、イスラエル支援国に対する石油禁輸とアラブ非友

好国に対する段階的石油供給削減を決定するとともに、

メジャーとの交渉を打ち切り、原油公示価格の大幅引

き上げを一方的に決定した。 それはまさに、先進諸国

による世界支配に対する中東産油国からの反撃であっ

た。 その後、ＯＰＥＣは加盟国の原油価格を総会で決

定することになる。 先進諸国による世界支配は、ここ

に大きく揺らぐことになるのである。 
4.1.2 原子力発電による先進諸国の世界支配

オイルショックにより、どの国もスタグフレーショ

ンが深刻化し、実際には電力需要が減少した。 原子力

発電の推進・強化が、直ちに産業に役立つ訳ではない。 
原子力発電の推進・強化は、長期的に先を見越した政

策に他ならない。 
ＯＰＥＣが決めた高値の石油のせいで自国の産業が

落ち込むのを目の辺りにした先進諸国は、自国の産業

が如何に中東の産油国に依存しているかを痛感したこ

とだろう。そして、このようにして中東の産油国に自

国の経済が牛耳られることを、苦々しく思ったに違い

ない。

原子力発電の推進・強化は、本質的には、これに対

抗するための政策、先進諸国がその世界支配を保つた

めの政策に他ならない。世界の生産力は、途上国の成

長を含めて、将来的に高まる一方である。エネルギー

は、長期的に見て稀少化する。だから、｢先進国には

先進国に相応しいエネルギーを」ということなのだろ

う。 原子力発電は、先進諸国にしかない技術である。

これによれば、その限りで自前のエネルギーを確保す

ることができ、更には石油の価格を牽制することさえ

可能である。 独占するこの技術の推進・強化こそが、

先進諸国による世界支配にとって必要だったのである。

４.２ オイルショック後の各国の動向

4.2.1 ドイツ―――推進と反原発

（1）国による推進

オイルショックに対してドイツが取った措置は、一

つには石炭産業を見直し、これを保護することである。

グローバル経済における競争は、まずはエネルギーの

自給率を維持することを強いるのである。

もう一つが、当然ながら、原子力発電の開発を加速

することである。 ７３年には、オイルショック（１０

月）の前に既に３基が発注されていたが、直後は、７

４年に２基、７５年には４基と、矢継ぎ早に発注が為

された。 
技術的にも、ドイツは極めて高度のところまで進ん

でいる。プルサーマル（図２･過程Ｄ）注８ が実用と

して広く普及。「ＭＯＸ燃料｣ 注９ が、既にオイルシ

ョック前から３基に装荷、オイルショック後に１２基

に装荷された。高速増殖炉も、７９年に実験炉の運転

を開始し、８５年には原型炉がほぼ完成された（稼動

は州政府が認可せず）。

（2）市民による反原発運動

その一方で、８６年のチェルノブイリ事故以後、特

にドイツに顕著に、原発の歴史に新たな要素が現われ

る。 反原発の市民運動である。

ドイツは、地理的特性としてソ連とフランスの間に

存在し、市民たちは、万が一生じる核戦争への恐怖を

格別に強く感じてきたので、反核意識を強く有ちやす

いという傾向が、背景にあった。そんなところへ、現

実にチェルノブイリ事故が発生した際に、スエーデン

を廻って自国に放射性物質が降ってくる、という体験

をする。
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良型の開発が、企てられることになる。

５ 二つの方向

２００２年は、原子力発電の歴史にとって、一つの

時期を画する年となった。

ドイツとフランスは、軽水炉に関する限りほぼ同時

に開発をスタートし、技術的に肩を並べるように原子

力発電を推進してきた。８９年には、フランス・フラ

マトムとドイツ・ジーメンスが、欧州加圧水型炉の共

同開発を開始するところにまで至ったのである。しか

し、その後の歩みは正反対の方向へ向かう。

５.１ ドイツ―――脱原発へ

一方で、ドイツでは、９８年に社会民主党と緑の党

による連立政権が成立し、市民の反原発思想が政治の

表舞台に登場することになる。２００１年、ジーメン

スは、先を見越して原子力部門をフランスのフラマト

ムへ売却する。 ２００２年には原子力法が改正され、

｢原子力発電所は３２年間の運転の後に順次閉鎖され

る」ということになり、同時に再生可能エネルギーの

普及支援策が導入された。

ジーメンスが総合エンジニアリング企業であったこ

とは、ドイツが脱原発へ政策変更するためには、幸運

なことであった。原子力分野から再生可能エネルギー

分野へとシフトすることは、比較的スムースに可能だ

からである。ジーメンスにすれば、こんどは再生可能

エネルギー分野で世界をリードしようとする戦略を立

てることになる。

敗戦国ゆえに核兵器開発との関連が絶たれていたこ

とも、脱原発にとっては幸いであった。戦勝諸国が原

子力発電を核兵器開発と結び付けていたのと違って、

ドイツは、ＮＡＴＯを通じて「核の共有」を受けるこ

とに頼りつつ、原子力発電を終わらせるためには、言

わば身軽だったと言える。自前の核兵器開発を断念す

る姿勢を取ったのは、日本とは大きく違うところであ

る。

福島第一原子力発電所の事故のあと、ドイツでは、

こんどは保守政権によって脱原発が再確認された。２

０１０年に運転期間を１２年間延長していたのを改め、

２０１１年７月には、最も古い８基を閉鎖、運転中の

９基も２０２２年までに段階的に閉鎖することを決定

した。

５.２ フランス―――原発大国へ

他方フランスでは、２００１年に、フラマトムがジ

ーメンス原子力部門を買収、社名をフラマトムＡＮＰ

としたのに続き、これが政府系のコジェマ (Cogema)

社と共同して、原子炉・｢燃料｣・送電の三部門を傘下

に置く持ち株会社アレヴァ (Areva)ＳＡを設立、原子

力産業路線を統一的に進める体制が整った。これを受

けて、２００２年に政府は、次世代炉として欧州加圧

水型炉の実用化を目指す、新たな計画を策定する。 
全発電量に占める原子力発電によるものの割合は、

２００６年には約８０％に達する。

アレヴァは、その前身がジーメンス原子力部門を買

収したことにより、ドイツの原子力技術をも取り込み、

いまや原子力産業全般に渡る世界随一の専門大企業へ

と成長した。

５.３ 三大メーカー

アメリカ・日本も、フランスと同じ方向へ向かう。そ

の過程で、世界における原子力産業の寡占化も進む。

ジェネラルエレクトリックは、経営危機を越えて技

術を堅持している。

東芝は、２００６年ウエスティングハウスを買収し

たことによって、アレヴァ・ジェネラルエレクトリッ

クと並ぶ世界の三大原子力発電メーカーの一つへと躍

り出た。加圧水型軽水炉を開発したウエスティングハ

ウスであったが、“ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” から半世紀、

日本メーカーがその技術を手中に収めたことになる。

これに対抗するように、２００７年には、日立がジェ

ネラルエレクトリックと提携、三菱重工はアレヴァと

提携、それぞれ合弁会社を設立した。 原発部品では、

日本製鋼所室蘭製作所が世界の圧力容器の８割を生

産するまでになった。日本はいまや、フランスに次ぐ

第二のメーカー大国に成り上がったと言っても過言で

はない。

加えて、日本は異常なほど高速増殖炉に執着を有っ

ている。 原子力発電の継続をめぐる石破茂の「抑止

力」発言 注１０ は、高速増殖炉が有れば兵器級プル

トニウムを生成することが「できる」ことを、露骨に

示したものである。ここで我々は、改めて原子力発電

の軍事的本質を強く意識せざるを得ない。

５.４ 原発輸出

国内の電力市場が飽和状態になり、さらに発電量が

これを超えれば―――原子力発電では危険な出力調

整を行なえないことから、フランスのように原発依存

率の高い国は、発電超過になりやすい―――、電力企

業は電力の輸出を目指す。同様に、国内の原子力発電

所の市場が飽和状態となれば、原子力産業は、次に外

国へのプラント輸出を図る 挙って中国･インドへ。特

に日本はヴェトナム･トルコ等へ 。原子力産業におい

て既に進んでいる寡占化も含めて、１９世紀以来、法

則のように妥当してきた経済的な力学が、原子力業界
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でも働いている。

まさに計算合理性を行動原理とする企業活動がもた

らす帰結である。 原子力産業に関わる計算合理性は、

電力を安価に国内へ提供することだけでなく、原子力

発電の技術・プラントの輸出により外貨を稼ぐことを

求める。アレヴァ・ジェネラルエレクトリック・東芝

は、その意味で最も「成功」した企業である。

しかも、グローバル経済は、先進諸国による世界支

配という側面を強く有っている。原子力発電の技術が

そのための道具になるということは先述したが、原子

力プラントの輸出は、このことを最も強い意味で実現

する。

しかし、その分だけ、国内にも輸出先の国にも、大

きな問題を残す。

原子力発電プラントの輸出を継続するためには、国

内でも原子力発電所を建設し続けていなければならな

い。国内が脱原発の方針を取っていれば、輸出に必要

な技術そのものを維持し得ない。ジーメンスが原子力

部門から手を引いたのは、それを知っていたからでも

ある。原子力産業が経済の内に強固に根をおろし、輸

出による利益を見込んだ構造にまで進んでしまった国

は、容易に脱原発へ踏み切ることはできなくなる。フ

ランスや日本は、既にその状態へ至っている。

計算合理性は、安価に電力を提供することを求める。

安全基準の高度化に伴う建設コストの高騰により、原

子力発電は既に国内では競争力を失っている。計算合

理性が負の方向へ働いているのである。 それならば、

途上国の安い人件費で建設することができるというこ

となのか。それとも、外国では安全基準を引き下げる

ということなのか。事故が生じた場合の賠償責任の問

題は、メーカーが負わないまま置き去りにするのか。

種々の問題を含みながら、核分裂生成物 高レベル放射

性廃棄物 だけは、国内でも最終処分の問題を解決でき

ないまま、確実に世界中へ撒き散らされることになる。

６ 人格適合性の実現

６ １ ドイツ倫理委員会の報告書

「人間は技術的に可能なことを何でもやってよいわ

けではない。」―――― これは、技術には何らかの倫

理的な限界が存在することを宣言した、＜倫理 技術＞

マニフェストである。

この基本命題がどのようにして導入されるかを、ド

イツ倫理委員会の｢報告書｣ 注１１ に即して見よう。

「４．倫理的立場」と題された項目のなかに、

【引用①】原子力エネルギーの利用やその終結、

他のエネルギー生産の形態への切り替え等に関す

る決定は、すべて、社会による価値決定に基づく

ものであって、これは技術的あるいは経済的な観

点よりも先行しているものである。未来のエネル

ギー供給と原子力エネルギーに関する倫理的な価

値評価において鍵となる概念は、｢持続可能性｣と

｢責任｣である。

―――とする記述がある。

ここに言うキーワードの一つ「持続可能性」につい

ては、｢２．発端と委託」と題され、連邦政府がこの委

員会を設けた趣旨を述べた項目のなかに、 
【引用②】ドイツの安全な未来は、環境が損なわ

れていないこと、社会において正義が成り立って

いること、経済が健全であること、という持続可

能性の三つの柱の上に成り立つ。これらの原理の

上に整備されたエネルギー供給は、国際的競争力

を持った経済や、また国内の雇用や生活水準や社

会平和にとっての、長期的な基盤である。

―――と記されている。

もう一つのキーワード「責任」については、｢４.２ リ
スクを統合的に判断すること」と題された小項目のな

かに次のように述べられていて、そこに先の基本命題

が現われる。

【引用③】安全なエネルギー供給を考えていくこ

とは、社会発展の基本的な問いと結びついている。

人間は技術的に可能なことを何でもやってよいわ

けではない、という基本命題は、原子力エネルギ

ーを評価する場合にも考慮されなければならない。

とりわけ、技術の結果が「永続的な負荷」という

性格を持つならば、批判的な評価は特に重要であ

る。短期的な利益を優先して未来の何世代にも負

担を強いるような決定に対しては、社会が責任を

負わなければならず、何が受け入れ可能で、何が

受け入れ不可能と判断されるべきかを決定してい

かなければならない。

―――というものである。

以上を模式的に示すと、次ページ図３のようになる。

引用③では、原子力発電は「永続的な負荷」をもた

らす技術である」ことを確認し、これの許容可能性は、

社会の責任ある評価・判断に服すべきものであること

が断言されている。

その評価の際の実質・内容の面は引用②の内で語ら

れており、そこでは社会の「持続可能性」として纏め

られる三つの指標―――「環境の保全」「社会的正義」

｢経済の健全性｣―――が挙げられている。

これらのうち、｢社会において正義が成り立っている
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良型の開発が、企てられることになる。

５ 二つの方向

２００２年は、原子力発電の歴史にとって、一つの

時期を画する年となった。

ドイツとフランスは、軽水炉に関する限りほぼ同時

に開発をスタートし、技術的に肩を並べるように原子

力発電を推進してきた。８９年には、フランス・フラ

マトムとドイツ・ジーメンスが、欧州加圧水型炉の共

同開発を開始するところにまで至ったのである。しか

し、その後の歩みは正反対の方向へ向かう。

５.１ ドイツ―――脱原発へ

一方で、ドイツでは、９８年に社会民主党と緑の党

による連立政権が成立し、市民の反原発思想が政治の

表舞台に登場することになる。２００１年、ジーメン

スは、先を見越して原子力部門をフランスのフラマト

ムへ売却する。 ２００２年には原子力法が改正され、

｢原子力発電所は３２年間の運転の後に順次閉鎖され

る」ということになり、同時に再生可能エネルギーの

普及支援策が導入された。

ジーメンスが総合エンジニアリング企業であったこ

とは、ドイツが脱原発へ政策変更するためには、幸運

なことであった。原子力分野から再生可能エネルギー

分野へとシフトすることは、比較的スムースに可能だ

からである。ジーメンスにすれば、こんどは再生可能

エネルギー分野で世界をリードしようとする戦略を立

てることになる。

敗戦国ゆえに核兵器開発との関連が絶たれていたこ

とも、脱原発にとっては幸いであった。戦勝諸国が原

子力発電を核兵器開発と結び付けていたのと違って、

ドイツは、ＮＡＴＯを通じて「核の共有」を受けるこ

とに頼りつつ、原子力発電を終わらせるためには、言

わば身軽だったと言える。自前の核兵器開発を断念す

る姿勢を取ったのは、日本とは大きく違うところであ

る。

福島第一原子力発電所の事故のあと、ドイツでは、

こんどは保守政権によって脱原発が再確認された。２

０１０年に運転期間を１２年間延長していたのを改め、

２０１１年７月には、最も古い８基を閉鎖、運転中の

９基も２０２２年までに段階的に閉鎖することを決定

した。

５.２ フランス―――原発大国へ

他方フランスでは、２００１年に、フラマトムがジ

ーメンス原子力部門を買収、社名をフラマトムＡＮＰ

としたのに続き、これが政府系のコジェマ (Cogema)

社と共同して、原子炉・｢燃料｣・送電の三部門を傘下

に置く持ち株会社アレヴァ (Areva)ＳＡを設立、原子

力産業路線を統一的に進める体制が整った。これを受

けて、２００２年に政府は、次世代炉として欧州加圧

水型炉の実用化を目指す、新たな計画を策定する。 
全発電量に占める原子力発電によるものの割合は、

２００６年には約８０％に達する。

アレヴァは、その前身がジーメンス原子力部門を買

収したことにより、ドイツの原子力技術をも取り込み、

いまや原子力産業全般に渡る世界随一の専門大企業へ

と成長した。

５.３ 三大メーカー

アメリカ・日本も、フランスと同じ方向へ向かう。そ

の過程で、世界における原子力産業の寡占化も進む。

ジェネラルエレクトリックは、経営危機を越えて技

術を堅持している。

東芝は、２００６年ウエスティングハウスを買収し

たことによって、アレヴァ・ジェネラルエレクトリッ

クと並ぶ世界の三大原子力発電メーカーの一つへと躍

り出た。加圧水型軽水炉を開発したウエスティングハ

ウスであったが、“ Ａｔｏｍｓｆｏｒ Ｐｅａｃｅ” から半世紀、

日本メーカーがその技術を手中に収めたことになる。

これに対抗するように、２００７年には、日立がジェ

ネラルエレクトリックと提携、三菱重工はアレヴァと

提携、それぞれ合弁会社を設立した。 原発部品では、

日本製鋼所室蘭製作所が世界の圧力容器の８割を生

産するまでになった。日本はいまや、フランスに次ぐ

第二のメーカー大国に成り上がったと言っても過言で

はない。

加えて、日本は異常なほど高速増殖炉に執着を有っ

ている。 原子力発電の継続をめぐる石破茂の「抑止

力」発言 注１０ は、高速増殖炉が有れば兵器級プル

トニウムを生成することが「できる」ことを、露骨に

示したものである。ここで我々は、改めて原子力発電

の軍事的本質を強く意識せざるを得ない。

５.４ 原発輸出

国内の電力市場が飽和状態になり、さらに発電量が

これを超えれば―――原子力発電では危険な出力調

整を行なえないことから、フランスのように原発依存

率の高い国は、発電超過になりやすい―――、電力企

業は電力の輸出を目指す。同様に、国内の原子力発電

所の市場が飽和状態となれば、原子力産業は、次に外

国へのプラント輸出を図る 挙って中国･インドへ。特

に日本はヴェトナム･トルコ等へ 。原子力産業におい

て既に進んでいる寡占化も含めて、１９世紀以来、法

則のように妥当してきた経済的な力学が、原子力業界
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こと」という指標こそ、評価・

判断の倫理的実質を意味してお

り、倫理的な評価が判断をリー

ドすべきことを表現する指標で

ある。

そして、このようにして為さ

れる社会的価値評価・判断は、

技術的・経済的観点に先立つこ

とが、引用①において宣言され

ている。

ところで、いま注意しなけれ

ばならないことは、引用②のう

ちで、評価におけるキーワード

である「持続可能性」の指標の

一つとして、｢経済が健全である

こと」が挙げられていることで

ある。ほかの箇所では、社会に

よる価値決定は「経済的な観点

に先行する」こと（引用①）、社

会による決定には「短期的な利

益を優先して……はならない」

こと（引用③）、が語られている。 しかしながら他方

で、社会による評価・決定には「経済が健全であるこ

と」が指標の一つとなるのである。

ここには、極めて重要な思想が示されている。

原子力発電に関わる政策は、まず、倫理的な評価・

判断に従って決定されなければならない。それははっ

きりしている。

「社会的な正義」には、現実的ないし可能的な放射線

に対して、生命・健康・安心といった人格的な価値が

充分に保護・保証されること、が含まれている。これ

らの人格的な価値は、経済的な計算合理性とは別のレ

ベルに基礎が在って、そこから立ち現われてくるもの

であり、経済的な利益や技術による利便性に優先する

ものである。それら人格的な価値を経済的な価値と同

列に置き、比較考量することは許されない。

そこで、この人格的な価値に準拠して評価し、社会

の責任ある判断が、原子力発電を「受け入れ不可能」

なものとして決定することはあり得る。

しかしながらその場合であっても、そのあとに出現

してくる社会において、｢経済の健全性」が傷付けられ

ることが在ってはならない、と「報告書」は言っている

のである。実際、来るべき社会の経済構造については、

｢報告書」の中でも、多くの箇所で極めて細かな配慮が

為されている。

ここに想定されているのは、人格的価値に準拠した、

以前とは異なる、新たなレベルにおける計算合理性で

ある。

６ ２ 新しい「計算合理性」

ドイツで脱原発が可能となったわけは、極めてはっ

きりしている。市民の反原発運動を通して、脱原発政

策を掲げる政党が政権を取ったからである。その背後

には、成熟した環境意識に裏打ちされた国民の世論が

ある。

計算合理性の考え方からは、石油とのコストの比較、

再生可能エネルギーとの安定供給性の比較、原子力産

業の経済における重要性、等が主張される。決め言葉

が「現在の便利な生活をどうするのか」である。生命・

健康・安心といった人格的な価値に対しては、事故の

確立は低い、危険は減らすことができる、として、現

在の「便利な生活」と安全・安心とを比較考量するこ

とを求める。このような主張は結局、現在の産業構造

を維持するという発想に立ち、計算合理性のなかをグ

ルグル廻っているだけのことである。しかし計算合理

性は、倫理とは基本的に無関係の基盤の上に在る。

反原発の思想は、まったく違った次元に発している。

原子力発電に依存しないような新たな経済構造を作ろ

う、という主張なのである。そしてその根拠を、人格

的な価値に準拠した合理性―――人格合理性―――

の内に有っている。倫理の基盤は、この人格合理性の

中にしか無い。

社会による価値決定 ――― 技術的あるいは経済的な観点に先行する。

↓

倫理的な価値評価において鍵となる概念

「持続可能性」と「責任」

環境が損なわれていないこと

社会において正義が成り立っていること

経済が健全であること

責任

「人間は技術的に可能なことを何でもやってよいわけではない。」

↓

受け入れ可能なこと・不可能なことを、社会が責任をもって決定する。

とくに、｢永続的な負荷」をもたらす技術に対しては、

批判的に評価すべきであり、短期的な利益を優先して受け入れを決定しては

ならない。

①

②

③

図３ ドイツ倫理委員会「報告書」の重要概念 

安全な未来の 持続可能性の
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いったい何のための経済活動なのか。これまで実際

にそうであったように、いったん事故が起きれば、｢便

利な生活」は根底から覆される。 人格こそが「便利な

生活」の主体である。 生命・健康・安心といった人格

的価値は、｢便利な生活」と比較考量できるようなもの

ではないのである。

市民の反原発運動は、議会の多数を獲得し、国に脱

原発を認めさせることに成功した。このことは、人格

合理性に立つ思想が、原子力発電に関する限り、計算

合理性一辺倒の思想に打ち克った、ということを意味

する。

保守政党とメーカーにとっては、市民たちの運動と

世論によって、脱原発へ「追い込まれた」と言っても

よい。

人格合理性は、その限りで計算合理性の内へと入り

込むこと―――計算合理性の内で自己を実現するこ

と―――ができる。

このことを計算合理性の側から見れば、その限りで、

計算合理性が「人格適合性」を具有する、ということ

を意味する。このとき、計算合理性は、もとの計算合

理性ではない。 人格合理性を一部取り込んだ、｢新し

いレベルの計算合理性」が現われるのである。

ドイツでは、国も企業も、再生可能エネルギーによ

り世界をリードするという、グローバル経済を見据え

た新たな戦略にシフトすることができた。

もっとも、この新たな戦略を通した新たな計算合理

性は、市民たちによって、それへと「強制された」も

のだとも言える。しかし一般に、国や企業が市民に対

して譲歩するのは、人格合理性からする主張が計算合

理性の内へとうまく取り込まれ得る場合にのみである。

計算合理性が「人格適合性」を帯びて行くのは、多く

の場合、このような道筋を辿る。

以上のように、人格合理性が、或る一定の範囲で計

算合理性の内に食い込み、そこに「人格適合性」を埋

め込む、そして新しい計算合理性が始まる。冒頭で「典

型的」と言ったのは、この一連の過程のことである。

しかし元より、これとて、経済活動の全体からみれ

ば一定の部分に限定された話である。

ここで事柄は、計算合理性へと帰って行く。

新しい計算合理性の内部で、ドイツでは再生可能エ

ネルギーが支配的となるであろう。これは、原子力エ

ネルギーが害し得る限りでの人格的価値―――生

命・健康・安心―――が、その限りで保証を回復した

姿である。しかし、再生可能エネルギーの利用拡大は、

それはそれで産業の内で展開される。そこでは、利潤

や雇用などをめぐって企業の論理が再び現われてくる。

そこは、一般の経済的な計算合理性が相い変わらず支

配する世界なのである。

それでも、人格合理性の支配する社会が一挙に実現

することは、将来おそらく無いであろう。計算合理性

の内へ「人格適合性」を刻み込んで行くことは、当面

は、このように少しずつ実現して行くしかないのであ

ろう。

７ 原子力発電の終焉

７.１ 市民運動、負の計算合理性

ここまで本研究ノートでは、核兵器技術が存在する

という条件の下、先進諸国がグローバル経済という枠

組みの内で計算合理性を行動原理としてエネルギー政

策を進めれば、必然的に原子力発電は現われるという

見方を以って、論を進めてきた。しかしまた、ドイツ

では、「人格合理性」に準拠した市民の力が原子力発電

を終焉させ、計算合理性に対して部分的にせよ「人格

適合性」を有たせることになった、ということも見て

きた。

原子力発電という現象は永遠に続くものではなく、

原子力発電はいつか必ず消えて行くものである。本研

究ノートを閉じるに当たって、ドイツの場合も含めて、

原子力発電の終焉ということについて述べておこう。

ドイツのように、反原発の市民運動と世論に押され、

脱原発を掲げる政党が政権を獲得することによって、

その国の原子力発電は終焉する。市民の主体性が、問

題の権力的解決を惹き起こす、という形である。国民

の高い権利意識と政治意識を必要とするが、最もドラ

スティックで、最も望ましい形である。

ドイツの例にまで至らなくとも、市民の反原発運動

が政府を動かし、一定の人格的価値に対する配慮を政

府に強いることがある。政府は、原子力発電維持の政

策を継続するために安全基準を引き上げざるを得なく

なる。それは、建設コストを高騰させ、原子力発電の

競争力を奪って行く。それまで原子力発電を後押しし

てきた「計算合理性」が、「負」のほうに働きだすので

ある。アメリカで既に起こったことだし、いまも先進

諸国で起こりつつある。輸入した途上国でも、原子力

発電の危険性が明らかになるにつれて起こってくるだ

ろう。

以上二例は、市民が主体的に関わる場合である。こ

れらは、市民の主体性がそれぞれの程度で、国全体で

権力を動かす例である。個別的な発電所に限れば、訴

訟により建設や稼動の中止を求めることもできる。市

民の反原発運動は、人格的価値に根ざした素朴な感情
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こと」という指標こそ、評価・

判断の倫理的実質を意味してお

り、倫理的な評価が判断をリー

ドすべきことを表現する指標で

ある。

そして、このようにして為さ

れる社会的価値評価・判断は、

技術的・経済的観点に先立つこ

とが、引用①において宣言され

ている。

ところで、いま注意しなけれ

ばならないことは、引用②のう

ちで、評価におけるキーワード

である「持続可能性」の指標の

一つとして、｢経済が健全である

こと」が挙げられていることで

ある。ほかの箇所では、社会に

よる価値決定は「経済的な観点

に先行する」こと（引用①）、社

会による決定には「短期的な利

益を優先して……はならない」

こと（引用③）、が語られている。 しかしながら他方

で、社会による評価・決定には「経済が健全であるこ

と」が指標の一つとなるのである。

ここには、極めて重要な思想が示されている。

原子力発電に関わる政策は、まず、倫理的な評価・

判断に従って決定されなければならない。それははっ

きりしている。

「社会的な正義」には、現実的ないし可能的な放射線

に対して、生命・健康・安心といった人格的な価値が

充分に保護・保証されること、が含まれている。これ

らの人格的な価値は、経済的な計算合理性とは別のレ

ベルに基礎が在って、そこから立ち現われてくるもの

であり、経済的な利益や技術による利便性に優先する

ものである。それら人格的な価値を経済的な価値と同

列に置き、比較考量することは許されない。

そこで、この人格的な価値に準拠して評価し、社会

の責任ある判断が、原子力発電を「受け入れ不可能」

なものとして決定することはあり得る。

しかしながらその場合であっても、そのあとに出現

してくる社会において、｢経済の健全性」が傷付けられ

ることが在ってはならない、と「報告書」は言っている

のである。実際、来るべき社会の経済構造については、

｢報告書」の中でも、多くの箇所で極めて細かな配慮が

為されている。

ここに想定されているのは、人格的価値に準拠した、

以前とは異なる、新たなレベルにおける計算合理性で

ある。

６ ２ 新しい「計算合理性」

ドイツで脱原発が可能となったわけは、極めてはっ

きりしている。市民の反原発運動を通して、脱原発政

策を掲げる政党が政権を取ったからである。その背後

には、成熟した環境意識に裏打ちされた国民の世論が

ある。

計算合理性の考え方からは、石油とのコストの比較、

再生可能エネルギーとの安定供給性の比較、原子力産

業の経済における重要性、等が主張される。決め言葉

が「現在の便利な生活をどうするのか」である。生命・

健康・安心といった人格的な価値に対しては、事故の

確立は低い、危険は減らすことができる、として、現

在の「便利な生活」と安全・安心とを比較考量するこ

とを求める。このような主張は結局、現在の産業構造

を維持するという発想に立ち、計算合理性のなかをグ

ルグル廻っているだけのことである。しかし計算合理

性は、倫理とは基本的に無関係の基盤の上に在る。

反原発の思想は、まったく違った次元に発している。

原子力発電に依存しないような新たな経済構造を作ろ

う、という主張なのである。そしてその根拠を、人格

的な価値に準拠した合理性―――人格合理性―――

の内に有っている。倫理の基盤は、この人格合理性の

中にしか無い。

社会による価値決定 ――― 技術的あるいは経済的な観点に先行する。

↓

倫理的な価値評価において鍵となる概念

「持続可能性」と「責任」

環境が損なわれていないこと

社会において正義が成り立っていること

経済が健全であること

責任

「人間は技術的に可能なことを何でもやってよいわけではない。」

↓

受け入れ可能なこと・不可能なことを、社会が責任をもって決定する。

とくに、｢永続的な負荷」をもたらす技術に対しては、

批判的に評価すべきであり、短期的な利益を優先して受け入れを決定しては

ならない。

①

②

③

図３ ドイツ倫理委員会「報告書」の重要概念 

安全な未来の 持続可能性の
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に発している分だけ、決して絶えることのない強さを

有っているのである。

もっとも、先ほど触れた「負の計算合理性」は、原

子力発電に固有のものであり、それ自身で原子力発電

は終焉に向かって行く運命にある。

原子力発電を導入した先進諸国で、核分裂生成物が

続々と排出され、また耐用年数を過ぎた発電所が次々

と廃炉になっている。それにつれて、高レベル放射性

廃棄物の処理費用や廃炉費用を、いやでも意識せざる

を得なくなってきている。故意に建設とランニングの

費用だけを計算して「安上がり」を演出してきた欺瞞

は、もう通用しなくなっているのである。

他方、再生可能エネルギーによる発電には、｢燃料」

が要らないという絶対的な利点がある。建設費は、技

術開発と大量生産により将来確実に下がってくる。原

子力発電は、いずれ再生可能エネルギーとの競争力を

失う。

結局、原子力発電の低コストを根拠付けていた「虎

の子」の建設費とランニングコストの低廉さは、その

根拠を失い、いままで故意に眼を瞑っていた放射性廃

棄物処理や廃炉の費用も現実化してくる。原子力発電

は、いままでそれを行動原理としてきた当の「計算合

理性」が、こんどは「負」の方向へ働くことによって、

終焉を迫られるのである。

最終的には、原子力発電はその「燃料」が枯渇する。 
ウランは、ウラン２３５はもちろん、さらにウラン２

３８―――プルトニウム２３９の原料―――も、所

詮は「枯渇エネルギー」である。しかしそれを待って

いては、それまでの間に、ウラン鉱の採掘、ウラン２

３５の濃縮、原子力発電所の稼動、放射性廃棄物の処

理、廃炉、等の全ゆる過程で、人々の生命や健康を危

険にさらし続け、心の平穏を害し続ける。「人格合理

性」に根ざす市民思想と反原発運動は、それを出来る

だけ早く終わらせる契機になり得る。「計算合理性」

の立場に立ったとしても、いつまでも原子力発電を要

めに据える経済構造に頼っていては、国にも企業にも

未来は無い。再生可能エネルギーへのシフトは、出来

るだけ早いほうがよい。

７.２ ｢地球温暖化防止のため｣という議論について

最後に、｢原子力発電は地球温暖化防止のために必要

である」という、よく持ち出される議論について一言

しておこう。 原子力発電には、思想の面でも「終焉」

してもらいたいからである。

これぞまさに「毒を以って毒を制する」類いの議論

である。人類が消費する化石燃料エネルギーは、発電

だけのものではない。発電に使われるのは、それのほ

んの一部である。その火力発電のうち、これまたほん

の一部を原子力発電に変えたとしても、地球温暖化防

止に貢献するのは、全化石燃料エネルギーのうち、ほ

んの数％に過ぎないだろう。その分の二酸化炭素を削

減する替わりに、人類の生命や健康を危険にさらし、

放射能に対する大きな不安を世界へ与え続ける。現実

に事故が起これば、放射能を世界中に撒き散らす。二

酸化炭素の「毒」どころではない。放射能という「毒」

は人々の生命や健康に対して直接に･しかも強烈に害

を及ぼすのである。ほんの僅かの貢献―――それくら

いならば再生可能エネルギーでも可能である！―――

のために、桁違いの害悪を流す。 己れの大きな「毒」

を敢えて隠し、ほんの僅かな「薬」の効きめのみを強

調するという欺瞞が、この議論には在る。

更に言えば、何かを主張するためには、そうするだ

けの資格が必要である。 地球温暖化と原発の事故は、

共通の根―――理性の不完全性―――に発している。

理性の不完全さが生み出した地球温暖化に、原発の推

進を以って対処しようという思想は、その原発を作り

出す理性の不完全さに気付かない、実に愚かな思想な

のである。地球温暖化を生ぜしめた理性には、己れの

不完全さを棚に上げ、原発の推進を以ってそれに対処

すると主張する資格など、もともと無いのである。

より本質的には、この議論が拠って立つ思想そのも

のに大きな誤りが在る。

近世以降の理性は、「自然支配」の思想に立ってきた。

産業革命以来、自然を支配し利用し尽してきた結果が、

環境破壊であり、地球の温暖化であった。人間は、自

然を支配すべきものではなく、逆に人間は自然に「依

存」しているのである。「環境」の分野では、そのこと

にだんだん気付いてきている。

しかし、原子力発電を推進しようとする人たちは、

未だにそれに気付いていない。

核分裂物質の陽子･中性子の数と、核分裂によって生

成される複数の物質の陽子･中性子それぞれの数の合

算を比べれば、後者では中性子の数が減っている。そ

の分だけ「エネルギー」に変化する。 分かっているの

はその現象だけである。核兵器も原子力発電も、それ

を「応用」しているだけのことである。 しかし、物質

という形を有ったものが、どうしてエネルギーという

形を有たないものに変わり得るのか、そのことの「不

思議」については、何も分かっていない。現象の本質

が何も分からないまま、理性は核分裂の過程を完全に

制御でき、それを応用できると、勝手に思い込んでい

る。相い変わらず、理性は自然を完全に支配すること

ができ、また支配すべきであると、思い込んでいるの



－　135　－

原発問題によせて―――計算合理性と人格適合性 

- 135 - 

である。その理性が実は不完全なものだということを

忘れて………。「事故は起こったが、我々ならば必ず改

良できる。こんどは大丈夫だ。」といった調子である。

このような現代理性の楽天性こそが、人類に進むべき

道を誤らせることになる。

不完全な理性が自然を支配できるという考え方自体

が、初めから誤っているのである。そのことに気付か

なければ、人類に未来は無い。

（にのみやこうたろう・哲学）

（せきだいすけ・公共システム工学）

注 
１ 核物理学を含む「高度」な科学も、より基礎的な科学に

基づいている。 あらゆる科学が、その究極においては、「生

活世界」のうちで「源初的」originär に与えられる日常的

な経験に端を発し、そこから「理論化」によって形成され

てくる、とするのがフッサールの考え方である。 
２ ウラン２３５を原子炉内で核分裂させるためには、これ

に衝突させる中性子を減速する必要がある（本文次ページ

図２参照･過程Ａ）。 これに対し「制御棒」は、衝突させる

中性子の＜数＞を減らすためのものである。 
３ ローマ神話に登場する三界の王、ウラヌス・ネプトゥ
ーヌス・プルートーは、太陽系三惑星（当時）の名にもな

ったが、原子力発電に関わる三つの元素の名にもなった。 
４ 原子炉の中で核分裂させるウラン２３５やプルトニウ

ム２３９のことを、よく原子力発電の「燃料」と言ったり、

それらを原子炉のなかで「燃やす」と言ったりする。この

ことには、核分裂を努めて普通の燃焼とあまり違わない

ものと見せかけようとする、巧妙な意図を感ずる。 本研

究ノートでは引用符「 」を付する。 
５ 日本に対しては両方が使われた。 広島に投下されたの

はウラン爆弾、長崎に投下されたのはプルトニウム爆弾で

ある。 
６ 高速増殖炉が無ければの話である。 なお、それが無く

とも、爆発力の弱いものならば作ることができる。 さら

に、起爆のための爆縮技術が進歩すれば、低純度でもプル

トニウム爆弾を作り得る。 
７ プルトニウム２３９を原子炉内で核分裂させるためには、

中性子を＜高速＞のままで衝突させたほうが、効率がよい。 
８ プルトニウム２３９に＜熱＞中性子(減速された中性子)
を衝突させて核分裂させる発電法。 軽水炉でも可能。 

９ 二酸化プルトニウムと二酸化ウランとを混合した「燃

料」。 
１０ 石破茂・自民党政調会長（当時）は、２０１１年８月１６

日の「報道ステーション」や『ＳＡＰＩＯ』誌２０１１年１０

月５日号で、「日本が核兵器を持つべきだとは思わないが、

原子力発電を維持するということは、核兵器を作ろうと思

えば一定期間のうちに作ることができるという意味で“核

の潜在的抑止力”を保持することになる。これを放棄する

べきではない。」という趣旨を述べた。 

１１ 日本語訳がＷＥＢ上で見られるようになっている。 引
用はこれに拠る。 松本大理・吉田文和 暫定訳、｢ドイツ

のエネルギー転換――未来のための共同事業｣。 
https://www.facebook.com/ESKchib/posts/51621276840
8466 
【補足】本稿執筆時に存在した当ＵＲＬは、下掲文献（訳

者の一人が共同編集）が正規に出版されたことにより、査

読対応の時点では閉鎖ないし削除されている。

安全なエネルギー供給に関する倫理委員会著／吉田文

和･ミランダ-シュラーズ編訳『ドイツ脱原発倫理委員会

報告――社会共同によるエネルギーシフトの道すじ』大

月書店 2013

文献 
注１１に記載した文献（本文中に引用）のほか、主要な参考

文献および参考資料を掲げる。 
【参考文献】（出版年降順） 

(1) 本島勲「原発に依存しないエネルギー政策」『経済』Ｎｏ．

２０９ ｐｐ.５０-６２ 新日本出版社 2013 
(2) 大島堅一『原発はやっぱり割に合わない――国民から見

た本当のコスト』東洋経済新報社 2013 
(3) 若尾祐二,本田宏『反核から脱原発へ――ドイツとヨーロ

ッパ諸国の選択』昭和堂 2012 
(4) 斎藤貴男『「東京電力」研究――排除の系譜』 講談社 

2012 
(5) 吉岡斉『新版-原子力の社会史――その日本的展開』朝

日新聞出版 2012 
(6) 法政大学大原社会問題研究所『日本労働年鑑』第８２集

旬報社 2012 
(7) 村上朋子『激化する国際原子力商戦――その市場と競争

力の分析』（株)エネルギーフォーラム 2010 
(8) 有馬哲夫『原発・正力・ＣＩＡ――機密文書で読む昭和

裏面史』新潮新書 2008 
(9) リチャード･ルドルフ,スコット･リドレー『アメリカ原

子力産業の展開――電力をめぐる百年の抗争と九〇年代

の展望』お茶の水書房 1991 
【参考資料】 

(1) 財団法人･高度情報科学技術研究機構（RIST）運営サイ

ト｢ATOMICA」（原子力百科辞典） 
http://www.rist.or.jp/atomica/ 
(うち特に「海外情勢」エリア内の各国ページ) 

(2) 電気事業連合会の公式サイト 
http://www.fepc.or.jp/about_us/index.htm 
(うち特に「海外電力関連情報」エリア内の各国ページ) 
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に発している分だけ、決して絶えることのない強さを

有っているのである。

もっとも、先ほど触れた「負の計算合理性」は、原

子力発電に固有のものであり、それ自身で原子力発電

は終焉に向かって行く運命にある。

原子力発電を導入した先進諸国で、核分裂生成物が

続々と排出され、また耐用年数を過ぎた発電所が次々

と廃炉になっている。それにつれて、高レベル放射性

廃棄物の処理費用や廃炉費用を、いやでも意識せざる

を得なくなってきている。故意に建設とランニングの

費用だけを計算して「安上がり」を演出してきた欺瞞

は、もう通用しなくなっているのである。

他方、再生可能エネルギーによる発電には、｢燃料」

が要らないという絶対的な利点がある。建設費は、技

術開発と大量生産により将来確実に下がってくる。原

子力発電は、いずれ再生可能エネルギーとの競争力を

失う。

結局、原子力発電の低コストを根拠付けていた「虎

の子」の建設費とランニングコストの低廉さは、その

根拠を失い、いままで故意に眼を瞑っていた放射性廃

棄物処理や廃炉の費用も現実化してくる。原子力発電

は、いままでそれを行動原理としてきた当の「計算合

理性」が、こんどは「負」の方向へ働くことによって、

終焉を迫られるのである。

最終的には、原子力発電はその「燃料」が枯渇する。 
ウランは、ウラン２３５はもちろん、さらにウラン２

３８―――プルトニウム２３９の原料―――も、所

詮は「枯渇エネルギー」である。しかしそれを待って

いては、それまでの間に、ウラン鉱の採掘、ウラン２

３５の濃縮、原子力発電所の稼動、放射性廃棄物の処

理、廃炉、等の全ゆる過程で、人々の生命や健康を危

険にさらし続け、心の平穏を害し続ける。「人格合理

性」に根ざす市民思想と反原発運動は、それを出来る

だけ早く終わらせる契機になり得る。「計算合理性」

の立場に立ったとしても、いつまでも原子力発電を要

めに据える経済構造に頼っていては、国にも企業にも

未来は無い。再生可能エネルギーへのシフトは、出来

るだけ早いほうがよい。

７.２ ｢地球温暖化防止のため｣という議論について

最後に、｢原子力発電は地球温暖化防止のために必要

である」という、よく持ち出される議論について一言

しておこう。 原子力発電には、思想の面でも「終焉」

してもらいたいからである。

これぞまさに「毒を以って毒を制する」類いの議論

である。人類が消費する化石燃料エネルギーは、発電

だけのものではない。発電に使われるのは、それのほ

んの一部である。その火力発電のうち、これまたほん

の一部を原子力発電に変えたとしても、地球温暖化防

止に貢献するのは、全化石燃料エネルギーのうち、ほ

んの数％に過ぎないだろう。その分の二酸化炭素を削

減する替わりに、人類の生命や健康を危険にさらし、

放射能に対する大きな不安を世界へ与え続ける。現実

に事故が起これば、放射能を世界中に撒き散らす。二

酸化炭素の「毒」どころではない。放射能という「毒」

は人々の生命や健康に対して直接に･しかも強烈に害

を及ぼすのである。ほんの僅かの貢献―――それくら

いならば再生可能エネルギーでも可能である！―――

のために、桁違いの害悪を流す。 己れの大きな「毒」

を敢えて隠し、ほんの僅かな「薬」の効きめのみを強

調するという欺瞞が、この議論には在る。

更に言えば、何かを主張するためには、そうするだ

けの資格が必要である。 地球温暖化と原発の事故は、

共通の根―――理性の不完全性―――に発している。

理性の不完全さが生み出した地球温暖化に、原発の推

進を以って対処しようという思想は、その原発を作り

出す理性の不完全さに気付かない、実に愚かな思想な

のである。地球温暖化を生ぜしめた理性には、己れの

不完全さを棚に上げ、原発の推進を以ってそれに対処

すると主張する資格など、もともと無いのである。

より本質的には、この議論が拠って立つ思想そのも

のに大きな誤りが在る。

近世以降の理性は、「自然支配」の思想に立ってきた。

産業革命以来、自然を支配し利用し尽してきた結果が、

環境破壊であり、地球の温暖化であった。人間は、自

然を支配すべきものではなく、逆に人間は自然に「依

存」しているのである。「環境」の分野では、そのこと

にだんだん気付いてきている。

しかし、原子力発電を推進しようとする人たちは、

未だにそれに気付いていない。

核分裂物質の陽子･中性子の数と、核分裂によって生

成される複数の物質の陽子･中性子それぞれの数の合

算を比べれば、後者では中性子の数が減っている。そ

の分だけ「エネルギー」に変化する。 分かっているの

はその現象だけである。核兵器も原子力発電も、それ

を「応用」しているだけのことである。 しかし、物質

という形を有ったものが、どうしてエネルギーという

形を有たないものに変わり得るのか、そのことの「不

思議」については、何も分かっていない。現象の本質

が何も分からないまま、理性は核分裂の過程を完全に

制御でき、それを応用できると、勝手に思い込んでい

る。相い変わらず、理性は自然を完全に支配すること

ができ、また支配すべきであると、思い込んでいるの


